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明治中期の酒田町における所得上位者の所得源泉について

要 旨

葛 西 大 和*

･明治以降の近代における日本の都市発達に関する従来の都市地理学の研究においては個別都

市の性格を親定する上で重要な役割を演じる都市の経済主体に関する分析が欠落していること

を自覚して,筆者 (葛西,2000)は先に酒田町につuて都市住民の階層構成の特徴と有力商工

業者の社会経欝的地位についての分析を行った｡本研究はその続編をなすもので,都市住民階

層の上層部を構成する所得上位者の所得内容の分析から酒田町の経済的存立基盤と都市の性格

の変質について論及したものである｡

酒田の都市住民階層において上層部を形成している1895(明治28)年度の所得で上位から78

人 (近村在住者を含めると92人)の所得の源泉を個別に分析した結果,有価証券投資からの収

入が一定の比率に達し圧倒的資力を誇る最上層を例外として,所得階層が上がる隼つれて地所

収益の比率が比例して上昇していること,｢営業収益｣が10%強にすぎないこと,有力商工業

者は明治10年代後半に盛ん●に土地を取得していることなどが明らかとなったこすでに大地主化

していた資産家に加えて,.土地所有規模に大小はあれ,有力商工業者の大多数が地主化するこ

とによって明治中期の酒田町は,商都というよりは農村社会と深く結合した地主化した富豪が

支配する社会に変質していた｡

キーワー ド 都市地理学,都市の経済的存立基盤,都市上層部,所得の源泉,不在地主,酒田町

Ⅰ. は じめ に

1. 日本の近代における都市研究の課題

第二次世界大戦後の日本の都市地理学研究に指針

を与えた著書1) において木内 (1951)が明治以降の

日本の都市の発達について論じていることを知る人

は今では少なくなったが,明治以降の近代における

日本の封建都市の変貌を研究対象とする都市研究が

本格化するのは,第二次大戦時の戦災によって廃虚

となった日本の都市の復興が誰の日にもはっきりと

意識されるようになった 1960年前後のことである｡

明治以降の日本の都市発達に関する研究が,歴史

学 と地理学と社会学の各分野で時をほぼ同じくして

開始されたことは偶然ではない｡敗戦を契機にして

日本の近代への関心の高まりが,学問の領域を超え

て共通の関心事 となったからである｡研究は,近代

的統計調査としては不備ではあったが,全国的統計

が得られる人口統計2)の利用から始まった｡1959年

に開催された地方史研究協議会の共通論題,｢幕末･

明治期における都市 と農村｣の報告者である古島

(1961)と海野 (1961)の研究は,主に人口統計の活

用によって明治以降の日本の都市発達の特徴を浮き

彫 りにしようとt,た試みであった｡これらの研究が

公表された 1961年に,人文地理学会は｢明治時代の

地理｣をテーマとするシンポジウムを開催した｡そ

の中で,小森 ･成田 (1962)の ｢明治の都市｣と題

する発表は,日本の都市の経済的基盤は明治中期ま

では第 3次産業にあったことを指摘した研究成果で

あった｡森川●(1962)の研究は上述の研究動向を意

識して行われたもので,｢共武政表｣を資料にして明
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治10年代初めの日本の都市分布の特徴と分布の形

成原理を問題にしており,後年の都市の立地研究に

発展する内容が含まれている｡1962年にはまた,社

会学の立場から日本都市の発展過程を論じた矢崎

(1962)の研究も提示されて,日本の都市発達に関す

る研究に深みと広がりを与えた｡

人口数と都市の起源を主要な手掛かりとする都市

分布に関する研究は,藤岡(1968)や SchGller(1969)

の研究を一区切りとして都市地理学では流行の研究

テーマではなくなった｡その後の研究は,｢国勢調査｣

の職業統計を利用して,工業の発展という視角から

近代における日本の都市の動向を考察 した海野

(1970),あるいは,小森 ｡成田および海野の問題意

識を発展させるために,『国勢調査報告』と『工場通

覧』を組み合わせて利用することで日本の都市の経

済的基盤を分析するための前提となる基礎作業を実

施している葛西 (1977,1978,1994)などの研究に継

承されているにすぎない3)0

ところで,明治以降の都市発達に関する研究は,個

別都市の地域構造の変化を解明するという別視角か

らの研究の提示によって,1960年代に新たな展開を

見せた｡幕藩社会の地域構造に関する研究を近代に

拡張した矢守 (1962,1970,1972)の研究は,･幕藩体

制下で成立した封建都市の ｢地域制｣が,近代にお

いてどのように変化したかを,人口,土地利用,工

莱,交通の条件を重視しながら,その変容系列の解

明から都市の構造分析を実施している点に研究上の

特色がある｡個別都市について地域構造の変化を解

明しようとす るこの研究視角は,石塚 (1968)や横

尾(2000)の一連の都市研究4)に継承され,近年新た

な展開が図られている｡

明治以降の日本の都市発達に関する研究は,上記

の2つの研究視角と方法によって行われてきたので

あるが,近年においては,いずれの方向においても

研究は低調である｡都市地理学に限定して言えば,那

市研究の主要な関心が,都市の立地研究あるいは都
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′市システム研究に移行したからである｡都市地理学

の研究視角が ｢面｣から ｢点｣に移されたことを決

定づける記念碑となった田辺編(1982)『日本の都市

地システム研究の盛行が,都市システムの歴史的展

開の中に明治以降の日本の都市発達に関する研究を

呑み込んでしまった｡しかし,｢点｣としての都市群

の階層性を問題にする中心地研究が,｢面｣としての

個別都市の地域構造の変化に関する研究と密接な関

係にあることは,この方面の研究においても先駆的

な蓄積を有する田辺自身5)が認識していたところで

あり,また｢点｣として都市を問題にする場合でも,

個別都市の経済的存立基盤がどこにあるのかを確定

する作業,あるいは経済的な意味で個別都市がどの

ような再生産構造6)をもっているのかを都市発達の

各段階一について解明する作業は,依然として困難な

課題として残されたままである｡これらの諸問題を

解決することによって,明治以降の日本の都市発達

に関する研究は日本の都市システム研究のさらなる

発展に貢献することができるであろう｡

2.本研究の目的

漕田町7)の都市住民の階層構成と経済活動の主要

な担い手であった有力商工業者の社会的経済的地位

についての検討によって酒田町の構造分析を試みた

前編 (葛西,2000)に続く,本編の目的は,.酒田町

の都市住民階層で上層部を形成している所得上位者

の所得内容を検討する.ことによって明治中細の酒田

町の経済的存立基盤を解明し,都市の性格の変質に

ついて論及することにある｡なお,本研究は,山形

県の商品流通研究.(葛西,1997言998)と相互補完関

係にあることは言うまでもない｡

･ⅠⅠ.･酒田町における所麺上位者の所得源泉

1.所得額と所得源泉に関する資料

1) 県税戸数割賦課等級の有効性と限界

前稿において方法的に提示したように,近代の日
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本にフいては ｢府県税戸数割賦課等級名簿｣が利用

できる場合には,都市部であれ農村部であれ,住民

の階層構成の特徴と各成員の経済的位置を確定する

ことが可能である｡しかし,この資料では,当該の

市町村における各構成員の相対的な意味での階層的

位置を知ることはできても,どの程度の資力を所有

しているのかといった絶対的な意味での経済的地位

や資力の源泉を解明することはできない｡一般に,農

村部では所得の主たる源泉が土地所有であるから土

地所有の実態が明らかになれば資力の内容をおおよ

亘把握することができるけれども,都市部では商工

業を基盤としつつも有価証券や土地への投資など所

得の源泉が多岐にわたるために,成員の経済活動の

実態を把握することはなかなか容易ではな~い.

そもそも,｢府県税戸数割賦課等級｣は各市町村に

割 り当てられた府県間を構成員 (戸主)に負担させ

るために作成される等級づけであり,成員の資力を●

総合的に勘案して決定するのであるが,戸数割の制

度は,できるだけ多くの住民に府県税を負担しても

らうことを原則としているので,資力のある者の戸

数割負担は実際の資力をそのまま反映せず,やや低

めに決定されていると考えてよい｡.にもかかわらず,

1896(明治29)年度におけ名酒田町の県税戸数割賦 ･-

課は,1等級に属する1戸のみで1,165戸分の,すな

わち全戸数割の33･35%,戸数割賦課等級の.上位から

1.32% の46戸で50.95%,同様に 10.19% までの階

層で72.18%,30.11% の階層で86.58% を負担して

いることに示されているように,戸数割の負担は階

層の上位者に著しく偏っている｡したがって,漕田

町は都市の経営において実質的な主導権を発揮する

ことができた資力のある階層の経済活動の内容に

よって経済的意味での都市の再生産が左右される構

造を有していたといえる｡

2) 所得高に関する資料

都市に集住している成員の資力はいろいろな方法

で評価することやぎできよう｡営業所得や土地家屋は
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資力を測定する1つの指標ゼある｡ただし,これら

の指標では都市の成員について資力の総体を窺うに

はあまりにも不備である｡理論的には,所得をもた

らしている資産 と所得をもたらしていない草産を合

わせた個人の総資産を資力の理想的指標として考え

ることができる｡総資産は資力の秤量指標 として相

応しいが,しかし,この種の個人情報は作成されて

いないので,総資産を資力の秤量指標とするととは

事実上不可能である｡利用しやすいという観点から

みれば所得高がある｡この指標は,土地 ･家屋など

の不動産で価値を生みだしていな高部分や書画 ･骨

董などの動産で所得に反映していない部分を含んで

いないので,理想的指標とはいえないが,都市成員

の資力評価の指標としては,最も現実的にして利用

価値が高い指標といえる｡

3) 所得源泉に関する資料

さて,｢所得高｣は個人の経済活動の総体であるか

ら,ある個人が多様な収益源をもっているとすれば,

所得高とは各種の収益源から生じた個別所得を合計

したものとなる｡それゆえに,所得高の計算にあたっ

ては,_各種の所得源泉から生みだされた収益が合算

される｡通常,｢所得納税者一覧｣として公葬されて

いるものにはi第 1表の例のように,所得税等級と

所得高が,個人の税額とともに記載されており,各

納税者の所得高を構成している所得の内訳は記載さ

れていない｡この事実こそ所得者の経済活動の総体

的把握を妨げた木きな要因であった｡その経済活動

が農村部と比較して一般に多岐にわたり,しかも多

数の個人の集団からなる都市部では,都市の経済的

基盤を解明することなくしては都市の性格を論ずる

ことはほとんど不可能であるので,日本の都市研究

を進展させるためにも,所得の個別的内訳に関する

資料の発掘と利用が待たれる｡

個人的記録あるいは税務署や市町村役場への報告

の控えとして当事者の手元に残される個人の所得源

泉に関する資料が利用されやすいのとは対照的に,
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第1表 飽海郡下における高額所得者一覧 (1895年)

所得税等級 所得高 高 額 所 得 者
所 痔 税 住 所 氏 名

一等之部 52,764円 1,582円92銭 漕田町本町-丁目 本間 光輝

三等之部 10,302円 206円06銭 酒田町船場町 小山 太吉

四等之部五等之部 3,209円 48円13銭 5度 酒田町本町六丁目 村田 輿治兵衛

3,088円 46円32銭 酒田町本町-丁目 . 池田 藤八郎

2)593円 38円89銭5厘 中平田村 藤井 新治

2月46円 30円69銭 酒田町外野町 伊藤 保之助

1,949円 29円23銭 5度 酒田町本町四丁首 森 重郎

1,874円 28円11銭 酒田町下内野 松井 権平

1,796円 26円94銭 酒田町天正寺町 .市原 平三郎

1,644円 24円66銭 中平田村 伊藤 四郎右衛門

1,350円 20円25銭 鵜渡川原村 大泉 長次郎

1,213円 18円19銭 5度 .中平田村 秋野 平次郎

1,085円 16円27銭5厘 酒田町本町三丁目 鐙谷 惣太郎

五十嵐太右衛門編輯 (1895)『明治二十八年度山形県所得納税者一覧』

(河北町立中央図書館 ｢藻飴亭文庫｣所蔵)より一部抜粋引用o

所得納税者群の所得源泉に関する資料は,準備過程

も含めて課税段階の文書 となるために,その利用は

一般に著 しく制限されるのが普通である｡それゆえ

に,この種の資料が歴史資料 として利用されること

は極めて稀であった｡この点,小山 (1958)が ｢明

治 28年 (1895)酒田町上層部の職業別収入内訳｣と

して記線 して､いる所得の源泉資料8)は例外的な存在･

である｡第 2表はその一部分を抜粋 して示したもの

である｡原資料の所蔵先を確認できないためを与,記

載の内容に関して詳細 を知ることはできない｡要点

を言えば,300円以上の所得高を記録 している92人

について,所得め源泉別内訳 と所得高の合計が記録

されている｡

『日本農業発達史』の別巻が発表されてからすでに

第2表 酒田町上層部の職業別収入内訳 (1895年)

利子 利子 利子 年給金 収 益 収益 貸付取得 収益

1 質 屋 円67 円 円 円 円- 333円 円 6円 166円1095~0 505円.

･2 米 商 312 1,521- 42 1,874

声ー味噌製造業 157 93 3 362

4.地 主5 地主 .荒物商 5101 2,552362 2425.. 2,581513
6 地主 .呉服屋 111- 1,020 600- 1,797

7 地主 .質屋 294 725. 200 1,244

8 地主 .質屋 1,502 237 4 ~304 '_2,047.

小山孫二郎 (1958)｢大地主と庄内米の流通｣より部分引用｡
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第1図 山形県飽海郡管内図 (1895年)

半世紀近い時間が経過している｡多くの研究者が読

んだはずであるが,漕田町の所得高に関するこの第

一級の資料はこれまで活用されていない｡小山が作

成した ｢明治28年 (1895)酒田町上層部の職業別収

入内訳｣を使って酒田町の都市の経済分析を行うた

めには,少なくとも以下の2つの問題を解決する必

要がある｡第1に,1895年度に300.円以上わ所得高

を記森している92人の納税者について個人名を確

定すること,第2に,その個人について酒田町の都

市住民階層における位置を確定することである｡こ

の2点に加えて,商工業者の経済的 ･社会的地位を

明らかにすることができれば,酒田の都市の性格を

立ち入って論ずることができる｡第3点については,

1896(明治29)年度の準田町 ｢県税戸数害賦 課等級

名簿｣と『日本全国商工人名録 (第二版)』に収録さ

れている主要商工業者についての分析によってすで

に解明したので,問題として残されているのは,酒151

田町の上層部を構成する92人について氏名を確定

して,その結果を1896(明治29)年度の ｢県税戸数

割賦課等級名簿｣と対比して,当該の納税者が漕田

町の都市住民階層において占めている位置を明らか

にすることである｡

2.所得上位者の収入構成

1) 飽海郡下における明治28年度所得300円以

上所得者の分布

資料所蔵調査の結果,山形県河北町立中央図書館
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第 3表 飽海郡下の300円以上所得規模別主要町村別納税者数と所得高 ･所得税額 (1895年)

辛 計 300～499 500i749 750～999 1,000～1,999 2,000～2,999 3,000～4,999 5,000～91999 10,000円～ 所 得 高 所得税額

酒田町 78人 35人 18人 6人1 13人 2人 2人 2人 122,521円 (69.2%) 2,536円89銭 5厘

中平田村 8 3 1 31 1 ■8,824円 (5.0%) 124円05銭 5厘松嶺町 7 4 1 1.1 5,443円 (3.1%) 66円53銭

西荒瀬村 7 5 1 .1 11 3,909円 (2.2%) 39円09銭

北平田村 3 1 3,771円 (2.1%) 54円96銭

鵜渡川原村 5 2 1-1 3月01円 (2.0%) 41円76銭

南遊佐村 7 5 1 11 3β46円 (1.9%) 33円46銭

上田村 6 5 1 2,Q70円 (.1.5%) 26円70銭

東平田村 4 2 1 2,445円ー(1.4%) _ 2■9円96銭 5厘

川行村 4 2 1 1 2β45円 (1.3%) 28円67銭

田沢村 4 2 1 2,270円 (1.3%) 22円70鋲

遊佐村 3 1 1 1 ･2,010円 (1.1%) 20円10銭

小 計 136 67 28 12 20 5 2. 2 163,055円 (92.1%) 3,024円88~銭 5度

飽海郡 160 872 32 14 23 5 2 2. 176,981円 (100.0%) 3,182円70銭

五十嵐太右衛門編輯 (1895)『明治二十八年度山形県所得納税者一覧』

(河北町立中央図書館 ｢藻能事文庫｣所蔵)より作成｡

の ｢藻総亭文庫｣中に 『明治二十八年度山形県所得

納税者一覧』の所蔵を確認した.酒田町の所得上位

者の個人名は,この資料を ｢明治 28年 (1895)酒田

町上層部の職業別収入内訳｣一覧表 と比定すること

で,全員について復元することが可能となった｡

酒田町の都市住民階層において上層部を形成する

92人の所得者の所得源泉について立ち入った検討

をする前に,300円以上の所得高を記録している所

得者が飽海郡管内にどのように分布しているかを明

らかにして声きたい(第 1図)｡改めて説明するまで

もなく,飽海郡は最上川の右岸一帯の広大な領域か

らなり,庄内平野のほぼ北半分を占める水田単作地

帯 として知られる米どころである｡そして漕田町は,

最上川河口付近の右岸に発達した港町である｡

『明治二十八年度山形県所得納税者一覧』による

と,300円以上の所得高を記録する所得者は飽海郡

下には160人を数える｡.第 3表は,所得高の合計が

2,000円以上に達している町村について町村別の所

得階層別所得者分布,所得高,所得税額を示したも

のである｡酒田町の占める地位を要約すれば以下の
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ようになるだろう｡第 1に,300円以上所得者の比率

は飽海郡全体の半ばに達しi:Sいとはいえ,高額所得

者は酒田町に集中していること｡第 2に,所得高の

合計では飽海郡の69.2%,所得税 の納税額 で昼

79.7%を占めること｡これらの特徴から言えること

は,後述の所得源泉の分析を通して明らかとなる酒

田町の所得構造の特質が,飽海郡全体の性格を規定

するだけの重要性をもつということである9

2) 明治 28年度所得 1,000円以上所得者の所得

源泉

F明治二十八年度山形県所得納税者一覧』に記録さ

れている氏名と所得高を ｢明治 28年 (1895)酒田町

上層部の職業別収入内訳｣一覧表における所得高と

対比して,所得者-納税者の氏名を確定する作業を

実施9)したところ,後者の資料には酒田町周辺の農 ･

村部に拠点を,もつ14人10)が含まれているこ とが明

らかとなった｡との14人は,何 らかの形で酒田町に

所得の源泉を所有していたために,一覧表に記載さ

れたと考えることができる｡第 4表は,酒田町外に

住所をもつこれらの納税者を含めて所得高順に並べ
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第 4表 漕田町所得上位者の収入構成 (1885年度)と県税戸数割等級 (1886年)- その1-

所得納税者氏名 所得高 営業利益 地所収益 .家屋敷土蔵貸付 (地所) 公債利子株券利子 貸預金利子 拳給 .手当給金 職 業 戸赦劃等級

本間 光輝 52,764円 %14.8 66:6(98.6)% 17.9% 15.5% % 地 主 1

小山 太吉 10,303 76.5(99,8) 2.7 20.8 元締問屋 3

村田 輿治兵衛 3,209 84.6(99.6) 0.1 15.3 雑貨卸商 5

池田 藤八郎 3,088 98.2(95.9) 0.9 0.90.2 地 主 4

藤井 新治 2,593 97.6(98.1) 2.40.7 地 主 中平田村

伊藤 弥治平 2,580 99.8(99ユ) 地 主 3~

伊藤 保之助 2,046 ll.8(98.3) 73.4 地主 .質屋 8

本間 長太郎 1,999 4022.033.426.9 52.05(97.1) .7.25 問 屋 1 6

森 重郎 ー1,949 92.3(99.4) 0.2 7.5 地 主 4

荒木 粂太郎 1,933 42.5(100) 26.13.72.4. -9.4 仲買人 7

松井 権平 1,874 83.4.(97.3) 16.6 米投機商 6

市原 幸三郎 1,796 56.7(100) 6.219.3 地主 .呉服屋 4

伊藤四郎右衛門 1,644 100(99.2) 地 主 中平田村

金潮 輿左衛門 1,489 ､与lA (100) 酒 屋 7

白崎 善吉 1,473- 20.4.16.1 73.0(96.5) 0.2 6.,4 呉服屋 8

原 正道 1,397 14.2(93.0) 1ユ0.153.7 84.73.55 金貸業 7

大泉 長次郎 1,-350 100(99.9) 問 屋 鵜渡川原村

五十嵐伝之丞 1,334 96.3(100) 問 屋 8

竹内 丑松 1,243 60.3(96.7) 23,6 地主 .質屋 7

秋野 平次郎 ◆1,213 24.75 ･.71.95(99.0) 3.3 問 屋 中平田村

堀 助右衛門 1,166 51.4 25.9(100)4.7(87.5) 19.0 船問屋 7

鐙谷 惣太郎 1,085 81.9 2.4 15.7 元問屋 10

小山孫二郎｢大地主と庄内米の流通｣所収言明治28年(1895)酒田町上層部の職業別収入内訳｣表と 『明治

二十八年度山形県所得納税者一覧』より作成｡なお,本表の所得高は後者の数字である｡
戸数勧等級は,｢(明治二十九年度酒田町)県税戸数割賦課等級｣一覧より作軌

替えを行った後 に,1,008円以上所得者の所得の源泉

別収入構成を計算 した結果である11)｡所得の源泉別

内訳 枚,第 2表 に示 したように多岐にわたるため,

｢営業収益 (船舶収益を含める)｣,｢地所収益 ｡家屋

敷土蔵貸付取得｣,｢公債利子 ･株券利子｣,｢貸預金

利子｣,●｢俸給 ｡手当年給金｣の 5項目に整理し,所

得者の戸数割等級は,｢(明治二十九年度酒田町)県

税戸数割賦課等級｣から引用した｡

1895(明治 28)年度所得 1,000円以上所得者 23人

の所得構成は,酒田町の上層部に属する所得者の所

得構造 を端的に示している｡職業欄に ｢地主｣ と記

載 されているのは23人中 8人であるが,｢地所収
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益 ･家屋敷土蔵貸付取得｣を最大の収益源 とする者

は18■人に達 し,この内の 17人は地所収益単独で所

得の半ばを上回る収益構造をもっている｡｢貸預金利

子｣を最大の収益源 とする金貸業を営む原正道 と,質

屋を営む伊藤保之助は地主 と見なしてよいので, こ

の点で例外的なのは,｢営業収益｣を主体 とする鐙谷

惣太郎 と堀助右衛門,｢貸預金利子｣を主体 とする本

間耕菅の 3人のみである.琴助右衛門と本間耕管は

地所収益を有するので,結局のところ,地所からの

収入に依存せずに高額所得者 となっている例は,鍾

谷惣太郎ただ 1人 となるム

冠絶 した所得高を記録して筆頭の地位にある本間



光輝を始めとして,小山太吉,村田輿治兵衛,池田

藤八郎,伊藤弥治平,森重郎,松井権平,原正道,五

十嵐伝之丞らば,その職業欄に埠主とない場合でも,

所有する地所からの収入に大きく依存する所得構造

から見て,小作米の取得と販売を経済的基盤とする

地主である｡｢公債利子･株券利子｣の比率が所得の

17.9%を占めるまでになり,収益源の分散が図られ

ている本間光輝を例外として,有価証券からの収入

が 5%未満の水準にあるこれらの地主の所得構造

は,単純である｡地所収益の比率が大きい所得者の

場合は,｢貸預金利子｣の主体が銀行預金利子よりは,

土地を担保 とする金貸し業務から発生する利子収益

にあったと考えられるので,漕田町の高額所得者の

所得構造は,｢地所収益･家屋敷土蔵貸付取得｣の比

率で量られる以上に,土地所有を基盤にしていたと

言ってよいだろう｡

専ら ｢営業利益｣を収益源としている鐙谷感太郎

のような商工業者は,酒田町ではすでに例外的存在

になっており,営業利益が20%以上の比率を有する

商工業者は,鐙谷惣太郎以外に,堀助右衛門,本間

長太郎,市原平三郎,金湖輿左衛門,荒木粂太郎,白

崎善吉の五人を数えるにすぎない｡しかも,堀助右

衛門以外の商工業者では地所収益が営業収益を上

回っており,営業収益単独では高額所得者の上位に

名前を連ねることは困難になっているo｢県税戸数割

賦課等級｣の上位者はいずれも,｢地所収益･家屋敷

土蔵貸付取得｣,なかんずく,｢地所収益｣を資力の

基盤としていることは明白である｡

3ト 明治28年度所得 500円以上所得者の所得源

泉

第5表は,500円以上1,000円未満所得者28人の

所得源泉別収入構成である｡酒田町の所得高の順位

で20位から43位は,戸数割等級では都市住民階層

の上位からほぼ1.2%以内に相当する｡

｢地所収益･家屋敷土蔵貸付取得｣からの所得に大

きく依存している漕田町の高額所得者の場合とはこ

季刊地理学 55-1(2003)

となり,500円以上1,000円未満所得層の収益構造は

多様である｡職業欄に二｢地主｣と記載されているの

は全体で28人中7人にすぎないが,｢地所収益 ･家

屋敷土蔵貸付取得｣を最大の収益源とする者は11人

を数え,｢地主･金貸業｣を営む折田金蔵を加えると,

｢地所収益･家屋敷土蔵貸付取得｣に依存する所得者

は12人となる｡28人中12人の割合は全体の40%

強に相当するので,この所得階層においても地所収

益は重要な所得源泉となっている｡

｢地所収益･家屋敷土蔵貸付取得｣に次いで収入源

として多いのは,｢俸給･手当年給金｣である｡8人

中5人は文字どおりの俸給生活者で,判明している

分では,職業欄に ｢判事｣とある｡残りの 3人中2

人は地所収益をもち,1人は郵船勤務の会社員で,有

価証券からの収入を有する｡｢営業収益｣を所得の柱

とする商工業者は5人で,阿部久作,相馬次郎右衛

門,和島茂兵衛,奥村七三郎の4人は｢地所収益｣を

重要な所得の源泉とし,対照的に,中村太助は ｢地

所収益｣を全 く欠いているや残り3人中2人は ｢貸

預金利子｣,1人は ｢公債利子･株券利子｣を収入源

とする｡前者は貸預金利子から ｢地所収益｣へ,級

者は ｢営業収益｣から株券利子へと,収入源の分散

を図っている｡

4) 所得階層別収入構成の特質

これまで1895(明治28)年度所得500円以上所得

者 51人一 宿田町在住者に限ると43人一 につい

て,所得者の所得構造に見られる特徴を明らかにし

てきた｡1,000円以上所得者は1896年度の酒田町の

戸数割等級やは上位から0.540/.以内,また500円以

上所得者は同じく1.23%_以内の階層に属する.しか

し,以上の所得者の所得高は34,642円の本間光輝か

ら500円の長崎新吉まで約69倍の開きがあるので,

現実に近づけるための工夫が必要となる｡

所得階層ごとの所得構造を詳しく分析するために

酒田町在住者78人一 酒田町の都市住民階層では上

位から2.29%以内の階層- を含む92人について,
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第 5表 酒田町所得上位者の収入構成 (1885年度)と県税戸数割等級 (1886年)- その2-

所得納税者氏名 所得高 営業利益 地所収 益 .家屋敷土蔵貸付 .(地所) 公債利子株券利子 貸預金利子 袷 .手当絵筆 職 業 戸数割等級

橋本 熊五郎 921円 % 97.1(100)% % 2.9% %91.410010067.7 地主 .酒造 7

本間 光幸 882 3.137.9 49.2(96.3) 8.50.750.875.010.9 ′39.21.52.2 地 主 西荒瀬村

佐藤 直中加地 -順之庄司 恒策 875800800 8.6(54.7)60.6(100) 那.長判 事 llllll杉浦 謙吉 792 医 師 8

関 太郎兵衛 786 9.55 90.45(99.0) 雑貨商 10

伊藤 仁助 753 6.6597.6 25.65.(95.9)100(99.4) 米 屋 鵜渡川原村

栗田 保徳 700 10010010012.0586.5 判 事 12

青塚 岩治 681 地 主 10

中村 太助 671 0.2 金物商 9

阿部 久作 671 58.947.55 31.4(100) 8.95 仲買人 8

折田 金蔵 637 45.7(99.0) 54.3 地主 .金貸業 中平田村

相馬次郎右衛門. 631 37.25(100) 15=2 料 亭 9

-和島 .茂兵衛 620 64.4 31.4(100) 4.2 質 屋 8

高橋 蓄蔵北島 和作清水 永栄伊藤 辰弥 607600600598 23.725.034.881.59.7 14.15(loo巨46.05(100) 61.3541.9 質 屋旅 館 713鵜渡川原村(10)

佐々木鶴代 597 地主..金貸業 10

斉藤 .文治 597 2.8(100) 51.51.7 仲買人 10本間 庄七郎 571 86.9(100)16.8(100) 15.1 地 主 ?

宝子山忠嘩 555 13.50.6 郵船会社員 13

奥村 七三郎 523~ 問 屋 ll

本間 幸四郎 523 89.9(98.1) 9.5 問 屋 9

真島 清太郎 512 ー 70.'6(loo) ユ9.7 地主 .荒物商 9

杉原 新助 505 32.9 67.1(98,2) 質 屋 10

資料の出典など,第4表と同様｡

所得階層別に所得源泉別収入構成を計算 したものが

第6表である｡所得高 300円以上所得者全体の所得

源泉別収入構成 において ｢地所収益｣(57.2%)は最

大の比率を占めているO所得階層別に見 ると,有価

証券投資からの収入がすでに一定の比重に達 してい

る最上層を例外 として,所得高が大 きくなるにつれ

て地所収益への依存度が上昇している｡すなわち,地

所収益への依存度合いは,所得高 300円以上 500円

未満層の 13.2% か ら,500円以上 750円未満層 の

32.2%,750円以上 1,000円未満層の 42.6%,1,000円
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以上 2,000円未滞層の 53.2%,さらに2,000円以上
@,

3,000円未満層の 60.3%,3,000円以上 5,000円未満

層の 89.1% へ と,所得高の大きさに比例 して増加 し

ている｡3,000円以上 5,000円未満所得者の所得構成

は,有価証券投資か らの収入が微々たる比率である

という点で 10,000円以上の所得階層 とは異なるが,

所得構造は ｢地所収益｣のみで存立できることを示

している｡ この所得階層に属する所得者は ｢営業収

益｣をもたず,土地を担保 とする融資からの収益が

主体 をなすであろうとて ろの ｢貸預金利子｣ と ｢家
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第6表 酒田町在住者と町外在住者の所得階層別収入構成 (1885年度)

所得階層 員数 所得高 公債 株券 貸預金 地所 家屋敷土蔵 ー営業 船舶 袷 .手当
利子 利子 利子 収益 貸付取得 収益 収益 給金

10,000円-5,000-9,9993,000-4,999 2人 63,067円 1.35% 14.1%5.35.6 16.3% 6ク.4% 0.8% %6.55 %1.5-5.3 %48.25

2 6,351 0.53.20.7 8.2 89.1 2.2

2,000-2,999 2 4,628 32.55 60.3 0.6

1,000-1;999 13 19,761 16.2 53.2 0.8 19.8

750- 999 6 4,975 0.8 .42.6 0.8 7.55

500- 749 18 10,670 12.1 32.2 4.9 27.15 17.35

300- 499 35 13,146 1.1 1.75 22.6 13.2 0.5 ● 48.65 6.9

酒田町在住者 78 122,598 1.4 ･8,8 16.15 56.1 1.2 止35 0.8 4.2.

非在住者 14 12,276 0.65 3.5■ 8.2 68.8 1.7 0.75 2.45 13.95

資料の出典は,第4表.と同様｡
所得高の数字については,本文注9)参照｡

屋敷土蔵貸付取得｣からの収入を合わせて,所得の

源泉を不動産に仰ぐ地主であるO一般に,｢地所収益｣

のみで 2,000円以上に達する所得者の所得構造は,

地主としての性格を強めることを所得階層別収入構

成は示している｡

｢地所収益｣に次いで比率が大きいのは｢貸預金利

子｣(15.45%)である｡この所得は,土地や家屋ない

しは資金貸付の対象となる何らかの物件を担保とし

て融資する貸し金からの収入_tいう性格をもってい

るので,｢貸預金利子｣が所得源としてすべての所得

階層に及んでいるということは,質屋に代表される

金筆し業が酒田では広範に展開していたことを示

す｡所得階層別には,所得高 300円以上 500円未満

層で営業収益に次ぐ所得源となっていろことが注目

される｡

所得源泉に占める ｢営業収益｣(10.4%)の大きさ

は,商都酒田のイメージからはとても想像できない

ような数字である｡ここで ｢営業収益｣とは商工業

活動に由来する狭義の所得であろうが,｢貸預金利

子｣の少なからぬ部分と ｢船舶収益｣を加えたなら 一

ば,比率はもっと上がるであろう｡しかし,それに

しても営業収益を主たる所得源泉とする所得階層が

所得高 300円以上 500円未満層にあって,所得高

500円以上 750円未満層では地所収益を下回ってい

るという事実と,酒田町の有力商工業者が集中して

いる所得高 1,000円以上 2,000円未満層の営業収益

が 20% 程度でしかないという現実は,もはや酒田町

の都市の性格を商業都市と単純に規定できなし.)こと

を意味する｡

｢株券利子｣と｢公債利子｣を合わせた有価証券投

資に■由来する収入は,まだ 10%弱 (9.65%)にすぎ

ないと時いえ,｢営業収蛋｣に匹敵する大きさに達し

ていることは注目される｡もっとも,13,018円の有

価証券投資収入の74.8%(9,742円)は,所得高 10,000

円以上の階層によって占められてOるので,との所

得は所得階層を横断する普遍的な収入源にはなって

いない｡

所得階層は中位以下ながら,｢俸給一･手当年給金｣

(5.1%)を主な所得源とする俸給生活者が少なから

ず出現している点が特記に価する｡職業としては,那

長,郡役所員,判事,警察署長,会社員などからな

り,所得高は1,000円未満である｡その数は酒田町の

所得構造に影響をもたらすほどの大きさではない

が,近代の制度が生みだした職業である｡

- 10-
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酒田町の上層部を形成する所得者の所得構造につ

いての分析特異を要約すれば,以下のようになる｡

｢地所収益｣と ｢家屋敷土蔵貸付取得｣の合計が

58.5%に達しているので,土地所有を基盤として生

みだされる所得に著しく傾斜していること,これら

の所得源泉から得た利益は,一方では株式投資など

の有価証券投資に振り向けられて利子 (9.65%)を

み,他方では銀行預金と担保物件を保証として貸付

られる貸金からの利子 (15.45%)を発生させている

こと,言い換えると,土地からの収入と利子からの

収入の合計が83.6% という驚 くべき数字に達して

いることから,漕田町の所得構造は,地主経営から

得られる収益と,その収益の再投資によって得られ

る利子収入に極端なまでに依存しでいたと見なすこ

とができよう｡また,その資力を背景に,都市住民

階層の最上層に位置する酒田町の高額所得者は,所

有する土地から揚がる小作米の販売から得た収益を

土地の購入や有価証券や貸付資金として再投資する

ことによって家計が成立している地主にして利子生

活者という両面の顔をもち,営業収益はもはや主要

な所得源ではない｡

3.酒田町の所得上位者の土地所有

1) 明治28年度地所収益300円以上所得者の

1885(明治18)年の土地所有規模

漕田町の都市上層部は,地主であるか商工業者で

卒如 沌 問わず,その大多数が小作米の取得と販売

から発生する地所収益を所得の源泉としているこ と

が明らかとなったので,この地所収益の基盤となっ′′~

ている土地所有の分析に移ろう｡1895(明治28)年

の土地所有規模を直接的に記録している資料は存在

しないので,迂回的ながら利用できる資料を使って

所得者の土地所有規模を推定することにしよう｡

第 7表は,｢明治28年 (1895)酒田町上層部の職

業別収入内訳｣表におuて地所収益300円以上を記

録する所得者26人について,所得高に対する地所収

益の比率と ｢明治十八年山形県管内地価金三千円以

上公債証書五百円以上所有者人名録｣12)に記録され

ている所有地所地価金を1反33円60銭の田地価

格13)で田地に換算した土地所有面積を示している｡

地所収益の比率は,最高の 99.85%から最低の

25.9% まで大きな開きがあるが,90%台が7人,

80%台が6人,70%台が4人,60%台が3人,50%

台か4人,50%未満が2人の構成であるから,26人

中24人が50%以上の,13人が80%以上の地所収

益依存率になる｡地所収益1,000円以上の所得者で

兼,池田藤八郎,村田輿治兵衛14),伊藤弥治平,蘇

重即,大泉長次郎,五十嵐伝之丞が,また1,000円未

満の所得者では,橋本熊五郎,青塚岩治,関太郎兵

衛が,地所からの収入に依存する度合いが顕著であ

る｡これらの所得者の所得構造は,酒田町の上層部

中で最も地主らしい収入構成を有する｡

さて,1895(明治28)年度に地所収益が300円以

上を記録する26人の所得者の内19人は1885(明治

18)年に所有地所地価金が3,000円に達している占こ

こで所有地所を全部田地であると仮定して,地所地

価金を1反33円60銭の飽海郡の田地地価で換算す

ると,地価金 3,000円は田地8町9反,約9町,10,000

円は29町7反6畝,約30町 となる｡本間光輝の

1,390町は別格としても,100町以上が伊藤弥治平と

池田藤八郎の2人,90町台が小山太吉の1人,70町

台が森重即の1･人,50町台が村田輿治兵衛の1人,

40町台が1人,30町台が1人,20町台が6人,10町

台が3人,合計 17人が,10町歩以上の田地所有者と

なる｡もし田畑を合計した耕地面積に換算して土地

所有の実際に近づければ,所有地所地価金3,000円

以上所有者は全員が,10町歩以上の田畑を所有して

Oたと見なしてもよいだろう15)｡所有地所地価金で

10,000円,田地面積に換算して箪30町歩を所有する

大地主が8人,20町歩以上地主が,ほかに6人も誕

生しているように,都市住民階層の上層中の上層に
∫

位置している酒田町の高額所得者は,1885(明治18)

年時点ですでに地所からの収入のみで悠悠閑閑と生

-日工-
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第7表 酒田町における地所収益300円 (1895年度)以上所得者の所有地所地価金 (1885年)
ならびに耕地 (田)換算面積

氏 名 明治28年度 (1895年度) 明治18年 (1885年)
地所収益 対所得高 所有地所地坪金 耕地面積 (田)

本間 光輝 34,642円 65.65% 46万7,308円43銭1厘 1,390町7反

小山 太吉 7,866 76,3 3万1,443円14銭声厘 93町5反

池田 藤八郎 2,959 94.2 3万5,778円41銭8厘 106町4反

村田 輿治兵衛 2,703 84.2 1万9,944円 6厘 59町3反

伊藤 弥治平 - 2,552 98.9 3万6,046円82銭4度 107町2反

森 重郎 1,789 91.8 2万5,109円92銭5厘 74町7反

松井 権平 1,521 81.1 8,836円93銭8厘 26町3反

･大泉 長次郎 1,348 99.85 1万1,342円20銭9厘 33町7反

五十嵐伝之丞 1,284 96二25 5,631円58銭8厘 ･16町7反

白崎 善吉 1,0381,020 70.556.7 9,178円04銭 27町3反

白崎 良弥 1万3,484円45銭9度 40町1反

市原 平三郎 5,768円68銭6厘 17町1反

本間 長太郎 1,011- 50.55 4,005円32銭4嘩7,166円75銭6-厘9,166円52銭7厘 11町9反21町.3反27町.2反

橋本 熊五郎 895 97.1

秋野 ,平次郎 863 71.95
荒木 粂太郎 822 42.5

金湖 輿左衛門 766. 5■1.4

竹内 丑松 725 58.3.

関 太郎兵衛 -704 89.6 9,461円.61銭6厘 28町1反

青塚 岩治 678 99.4 7,185円72銭3厘3,143円11銭ウ厘 云1町3反9町3反

本間 庄七郎 496 86.9

杉浦 謙吉 480 60.6

本町 幸四郎 461 88.1
家坂 徳兵衛 425 _86.55

真島 清太郎 362 7d.6

杉原 新助 333 65.91 4,027円48銭5厘 11町9反

地所収益は,小山孫三郎論文中の｢明治28年 (1895)酒田町上層部の職業別収入内訳｣,
所得高は,F明治二十八年度山形県所得納税者一覧』,所有地所地価金は,｢明治十八年
山形県管内地価金三千円以上公債証書五百円以上所有者人名録｣(山形県立図書館所蔵)
より作成｡

所有耕地面積は,1反あたり33円60銭の田地価格をもって換算した数値｡

活できる資力を有する地主になっていた｡

2) 1885(明治 18)年の所有地所地価金 3,000円

以上所有者の明治 10年代後半の土地集積

第 8表は,1885(明治 18).年に所有地所地価金が

3,000円以上に達していた所有者について明治 10年

代後半の土地集積を調べるために,1884年の初め

に,山形県が県下の各郡役所に所有地所地価金 500

円以上所有者について調査させた資料,｢地価金五首

円以上所有者取調表｣16)中の所有地所地価金 と,

1885年の所有地所地価金を対比 して示 したもので

ある｡

飽海郡役所 ｢丁第百六十六号達｣によって作成と

提出を要請された郡下の戸長が,区内の該当者につ

いて取調表を提出LfLT日付か1884(明治 17)年の2

月から3月にかけてであることから,第 8表に示さ

れている地価金は1884年初めか,前年末時点の所有

･-12-
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第 8表 潜田町における明治18年現在所有地所地価金3,000円以上所有者の土地集積

氏 名 明治18年 (1885年) 明治17年 (1884年)
地所地価金 換算面積 _地所地価金 換算面積

本間 光輝 . 46万7,308円43銭 1度 1,390町7反 5,433円79銭2厘 16町1反

本間 光弥 9,063円26銭7厘 26町9反 20万8,323円 620町0反

伊藤 弥治平 3万6,046円82銭4厘 107町2反 2万3,406円49銭 69町6反

池田 藤八郎 3万5,778円41銭8厘 106町4反 4万0,454円08銭 120町3反

小山 太吉 3万1,443円14銭 8厘 93町5反 1万6,875円48銭4度 50町2反

森 重郎 2万5,109円92銭5厘 74町7反 2万4,682円85銭 73町4反

本間 .光直 1万9,970円 27銭6度 59町4反 2,875円75銭8厘 8町5反

村甲 輿治兵衛 1万9,944円 6度 59町3反 1万4,773円26銭 43町9反

伊藤弥治右衛門 1万年,455円52銭2厘 45町9反 5,002円81銭3厘 14町8反

大泉 長次郎 1万1,342円20銭9厘 33町7反 3,520円19銭 ⊥10町4反

関 太郎兵衛 9,461円61銭6厘 28町 1反 5,570円 16町5反

.白峰 善吉 9ユ78円04銭 27町3反 ･芦,350円26銭 6町9反

竹内 丑松 9,166円52銭7厘 27町2反 4,791円89銭5厘 14町2反

松井 権平 8,836円93銭ー8厘 26町3反 560円44銭_8厘 1町6反

青塚 岩治 ー' 7,185円72銭3厘 21町4反 9,178円21銭9厘 27町3反

秋野 平次郎 7,166円75銭6厘 21町3反 3,429円71銭6厘 10町2反

市原 平三郎 5,768円68銭6厘 17町1反 3,351円35線8厘 9町9反

五十嵐伝之丞 5,631円58銭8厘 16町7反 2,920円22銭1厘 8町6反

杉原 新助 4,027円48銭5度 11町9反 504円36銭5度 1町5反

本間 長三郎 4,005円32銭4度 11町9反 3,801円75銭5厘705円46銭 1厘 11町3反2町0反

本間 則光 3,322円13銭2厘 ･9町8反

池田三郎右衛門 3,226円41銭 1厘 9町6反

真島 輝太郎 3,143円11銭7厘 9町3反 2,138円69銭●6厘 8町6反

地所地価金は,明治18年は｢明治十八年山形県管内地価金三千円以上公債証書五百円以上所

有者人名録｣,明治17年は ｢地価金五百円以上所有者取調表 (飽海郡)｣(ともに山形県立図

書館所蔵)より作成｡

所有耕地両横は,両年次とも,1反あたり33円60銭の田地価格をもって換算した数値｡

地所地価金であると見なしてよい?

ところで,1885年の時点で所有地所地価金 3,000

円以上の所有者は26人 を数えたが,本間光弥,本間

則光,本間光直,伊藤弥治右衛門,白峰良弥,池田

三郎右衛門の 6人が第 7表に名前を連ねていない理

由は,『明治二十八年度山形県所得納税者一覧』欄の

納税者が独立 した生計 を営む戸主を対象 としている

ためであるL.本間光弥が本間光輝の嫡子であること

などの事実から判断すると,これらの土地所有者は

いずれも,第 7表 と第 8表に登場する同姓の一族で

あると考 えてよい｡1884年 と1885年 との比較にお

いて特徴的なことは,池田藤八郎17)と青塚岩治を療

いて,第 8表に名前を連ねる土地所有者の地所地価

金が増加,それ も多 くの場合,著しい増加を記録 し

ていることである｡親子間で土地の名義変更が行わ

れている本間本家においては,判明している2人だ

けで 26万2β14円90~銭 6度の増加である｡また,伊

藤弥治平,小山太吉18),伊藤弥治右衛門,本間光直

-13-



の4人は地価金 10,000円以上,田地面積に換算して

約30町歩以上の増加,村田輿治兵衛,大泉長次郎,

白崎善吉,松井権平の4人が地価金5,000円以上の

増加,さらに,本間光輝と則光は考慮の対象外に置

くとしても,白崎良弥,関太郎兵衛,竹内丑松,秩

野平次郎,五十嵐伝之丞,佐藤正治郎,池田三郎右

衛門,杉原新助19)の8人が,2,500円以上の地価金の

増加である｡要約すれば,1885(明治 18)年の所有

地所地価金3,000円以上所有者26人中19人一 本

間光弥は増加 と見なす- の73.1%が,2,500円以

上,11人が5,000円以上の地所を新たに取得したこ

とになる｡

1885(明治 18)年に田地換算で約 10町歩の地所を一一

所有していたと推定される25人-1884年時点の

地所地価金が判明しない本間則光は除 く- の所有

地所の合計は,188-4年は39万9,415円36銭 1厘の

地価金から1,188町7反6畝,同様に,1885年は77

万0,093円40銭4厘 の地価金 か ら2,291町9反4

畝20)となるので,10町歩以土地所有者25人の所有

地所面積は,,この間に1.94倍に増加している｡1884

年から1885年にかけて進行している自作地の地滑

り的小作地化という事実に,'明治10年代後半におけ

る農家の急激な窮迫化を読み取ることができよう｡

この過程で,一方では,地価金 10,000円以上地主が

7人から10人,.田地換算で20町歩以上地主が8人

から16人一 本間本家は1人 と数える一 に増加し

て,地所収益のみで生計が成り立つ地主が多数出現

することになった｡他方では,すでに地所収益に依

存していた本間家や池田家のような大地主に遅れは

したが,白峰善吉,竹内丑松,松井権平,市原平三

郎,五十嵐伝之丞らの商工業者も,営業活動によっ

て得た利益を積極的に土地集積に●振 り向けて,新興

地主として成長を開始した｡

3) 酒田町所得上位者の1895(明治28)年の土地

所有規模

これまでの検討によって,1895(明治28)年度の

季刊地理学 55-1(2003)

｢所得高｣と1896年度の ｢県税戸数割等級｣におい

て酒田町の上層部を形成している住民の大多数は,

地所収益を所得の重要な源泉としていること,そし

て,地主であるか商工業者であるかを問わず,明治

10年代後半に著しく土地集積を進めていることが

醜らかとなった｡最後に,これらの土地所有者につ

いて,1895年の土地所有規模を推定してみよう｡

1895(明治28)年については,所有地所地価金に

関する資料は存在しないので,間接的な方法で土地

所有規模を推定するしかない｡先ず,事実として,

1895年度に地所収益が300円以上を記録している

26人の所得者の内19人は,1885(明治 18)年に所

有地所地価金が3,000円,田地換算で約 10町歩以上

の土地所有者であったという点に注目したuo-言葉

を換えて言えば,地所収益300~円以上所得者は,飽

海郡を含む庄内平野全体での明治 10年代から20年

代にかけての小作地率の動き21)から考えて,1895年

には田地換算で少なくとも約 10町歩の地所を所有

していた,と考えるのが自然である｡橋本熊五郎(酒

造業),荒木粂太郎 (仲買人)?金湖輿左衛門 (酒造

莱),本間幸四郎(廻船問屋),家坂徳兵衛(桐油商),

杉浦諌言 (医師)の6人は,地所地価金は-3,000円未

満であったから,1885年以降にこの条件を満たす土

地所有者になったと考えてよいだろう｡1884年に推

定で4町2反3畝の田地換算の地所を所有する金湖

輿左衛門,1町6反 9畝の地所を所有する本間幸四

郎以外の4人は,仮に地所を所有していたとしても,

所有地所面積は1町5反以下にすぎなかったので,

1895年度の地所収益の大きさは,かれら一 医師.o

杉浦諌言を例外として商土業者- が明治 10年代末

-から20年代にかけて凄まじい勢いで小作地を取得

して,地主化していったことを示している｡

ところで,1898年9月調の｢山形県多額納税者及

大地主｣名簿22)には,所有地所地価金 10,000円以上

の地主名と,その郡別所有地所地価金が記載されて

いる｡それによると,酒田町在住者では小山大吉を
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始めとして10人の名前を確認することができる｡東

田川郡下に地所所有の重点がある松井権平を除く9

人は,いずれも飽海郡下に10,000円以上の地所を所

有するほか,小山太吉と森重郎は東田川郡,本間光

弥は西田川郡に,10月00円以上の地価金に相当する ′

地所を所有してuる.郡内に所有している地所地価

金が10,000円未満の場合は,この資料は統計として

計上していないので,上記の地主が所有する地所の

全体を把握できるとすれば,ある地主が特定の郡に

地所を集中して所有している場合に限定される｡

飽海郡下に4万 3,410円30銭8度,東田川郡下に

5万 7,364円30銭8度,合計して,10万 0,774円30

銭8厘の地所を所有する小山太吉の小作地経営の基

盤がこの両郡23)に,また飽海郡下に3万 9,832円19

銭の地所を所有する 池田藤八郎の小作地経営の基

盤が飽海郡24)にあったという事実に着冒して,小山

太吉の1895年度の地所収益は約 10万円の所有地所

から,池田藤八郎の地所収益も約4万円の所有地所

から生みだされたものと仮定して,両者の地所収笹

と地価金の関係を計算すると,小山大吉の地所収益

は池田藤八郎の2.66倍,所有地所の地価金枝2.53倍

となり,2'っの指標は対応的な関係にあるoしたがっ

て,1895年度の小山太吉の地所収益7,866円は,田

地換算で約300町歩の,池田藤八郎の地所収益2,959

円は,約 120町歩の所有地所からの揚りと推定する

ことができる｡

かくして,1町あたりの地所収益を約25円25)とし

て計算す~ると,1895年度の地所収益が2,500円を上

回る村田輿治兵衛と伊藤弥治平は100町歩地主とな

り,｢山形県多額納税者及大地主｣名簿には本間光弥

名で,4万 6,015円76銭9度の地所地価金所有者と

してしか示されないが,本間光輝の所有地所は約

1,385町歩と見積られる｡地所収益 1,的0円台の白崎

善吉らは40町歩地主と考えてよい｡地所収益300円

は田地換算で約 12町歩龍相当するので,小山大吉と

池田藤八郎の所有地所地価金対地所収益の関係から

の推計結果は,300円の地所収益を得るには田地換

算で少なくとも約 10町歩の地所を所有しているこ

とが必要条件であるとした先の推測を裏づけてい

る｡

ⅠⅠⅠ.分析結果の要約と今後の課題

1.分析結果の要約

本研究は,酒田町の都市住民階層において上層部

を形成している所得上位者の所得内容を検討するこ

とによって,明治中期における酒田町の経済的存立

基盤を解明することを目的としだものである.検討

ゐ結果を以下に要約する｡

(1) 『明治二十八年度山形県所得納税者一覧』に

よると,酒田町は,所得高の合計で鞄海郡の69･2%,

所得税の納税額では飽海郡の79.7%を占めている｡

漕田町の所得構造に見られる特質が,飽海郡全体の

所得構造の性格を規定していたといえる｡

(2) ｢明治 28年 (1895)酒田町上層部の職業別収

入内訳｣一覧表に記録されている所得高300円以上

所得者 92人について所得構造を検討した結果,｢地

所収益｣(57.2%)が所得の根幹をなしていること,し

かも,地所収益への収入依存度は,所得高300円以

上層の13.2%から,500円以上層の32.2%,750円以

上層の42.6%,1,000円以上層の53.2%,2,000円以

上層の60.3%,3,000円以上層の89.1%へと,所得階

層が上がるにつれて上昇していることが明らかと

なった｡唯一の例外は,有価証券投資が所得の一定

の比率に達している､10,000円以上層 (67.4%)であ

る｡

(3) ｢営業収益｣(10.4%)を主な所得源泉として

いる所得階層は所得高300円以上 500円未満層にあ

り,酒田町の有力商工業者が集中している所得高

1,000円以上 2,000円未満層の営業収益比率は20%

程度でしかなく,営業収益のみを所得の源泉とする

ような高額所得者は酒田町では例外的な存在であ

る｡一般に知られている商都酒田のイメージは希薄
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である｡

(4) 1895 (明治 28)年度に地所収益 300円以上

を記録 している所得者 26人中19人は,1885年に田

地換算で 10町歩以上の土地をすでに所有していた｡

そして,1885年に田地換算で 10町歩の地所を所有

していた と考えられる.25人の所有地所面積の合計

は,1884年の 1,188町 7反 6畝から1885年には1.94

倍の 2,291町 9反 4野に増加している.明治 10年代

後半に自作地の小作地化が激しい勢いで進展したこ

とを示している｡

(5) 1895(明治 28)年度の地所収益 300円以上所

得者め多 くが,1885年時点で,地所地価金 3,000円

以上,田地換算で 10町歩以上の所有者 となっていた

という事実と,明治 10年代から20年代にかけての

飽海郡を含む庄内平野での小作地率の動き,さらに

特定地主の所有地所地価金を基礎 とした推計から合

わせ考えると,1895年度の地所収益 300円は,田地

換算で約 12町歩の地所からの揚 りと考えられる｡

(6)結論的に言えば,酒田町の有力商工業者の大

多数が,着手に遅い早いの違いはあれ,すでに地主

化していた漕田町の都市住民階層の最上層に位置す

る大資産家に倣い,営業活動によって得た利益を明

治 10年代後半から20年代にかけて積極的に土地集

積に振 り向けた結果,酒田町の都市住民階層におい

て上層部を形成する所得上位者の所得構造は,所得

階層を横断的に地所収益に依存するものへと変化し

た｡潜田町の資産家をこ蓄積された莫大な資金は,商

工業活動のさらなる発展の方向,すなわち資本家的

企業経営に振 り向けられずに,専ら土地取得へと向

かった｡酒田の有力商工業者は,近代の前向きの産

業化の道ではなく,産業化に逆行する地主化の道を

選択した｡この選択は,商都酒田が不在地主化した

富豪の支配する都市へと変質したこ,tを意味してい

る｡

2.今後の課題

本研究は,全国的スケールでの統計調査が整備さ

季刊地理学 55-1(2003)

れつつあったとはいえ,近代の都市研究においても

最も基本的な資料 となる ｢国勢調査｣を始めとする

各塵の統計資料を利用する条件が整わないために,

研究方法がまだ十分に開発されていない時代の日本

の都市研究を発展させるための一つの研究方法を提

示した試みである｡近代において都市は農村以上に

時の変化を敏感に映し出す鏡であるけれども,景観

のようにはっきりと変化が現われる現象 もあれば,

ぼんやりとしか表面に現われない現象もある｡都市

研究の方法 としては,幕藩体制下で成立した城下町

内部の地域編制が,明治塀降にどのように変化して

いったのかを追究するやり方が最 もオーソドッ◆クス

な方法としてこれまで採用されてきたが,この方法

は信わば景観の変化を重視した研究である｡本研究

は,都市を構成する主体である都市住民の階層構硬

と所得源泉の分析によって都市の構造的変化を解明

することを目的七 しているので,景観の変化 として

は容易に捉えにくい変化に着冒した研究である｡

しかし,都市住民の所得構造を解明できるような

資料の存在は例外的であるので,むしろそのような

資料が利用できない場合の都市について都市研究の

一般的な方法を模索する必要がある｡城下町起源に

して府県制の実施過程で県庁所在都市 となった山形

を対象として,都市の構造的変化の実態を究明する

ことを次の検討課題 としたい｡

付 記

本論文の骨子は2000年の東北地理学会秋季大会で発

表したものである｡山形大学赴任以来,絶えざる知的刺激

を賜った日本女子大学教授内藤辰美先生(社会学)に本稿

を献呈したいこ

(2002年12月18日 受理)

注

1) 『都市地理学研究』の第2部第4章｢本邦都市の分

布｣(pp.218-244)において日本の都市分布と分布

要因が扱われている｡

2) 明治期における日本の人口統計調査の沿革と概
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要については,内閣統計局編纂(1906)『明治三十六

年十二月三十一日日本帝国人口静態統計』中の内閣

統計局長,花房直三郎による解説 (トⅤ)と,日本

統計研究所編 (1960)『日本統計発達史』中の人口統

計調査に関する記述部分 (pp.14-23)を参照された

い｡

3) ｢国勢調査｣を資料 とする都市研究の動向につい

ては,葛西大和 (2000)を参照｡

4) 詳しくは,横尾 (2000)論文を参照｡

5) ｢都市の地域構造｣分野の田辺の研究は,Tanabe

(1959,1970),田辺 (1971)に集約されている｡

6) 一国の経済活動の特質は,産業 と貿易の構造を連

関させることによって,その再生産の構造を把握す

ることができるように,地域や都市についても同様

の視角から再生産の構造を考えることができる｡

7ト 酒田は,｢諸国の客を引き受けて,北国一番の米の

買入問屋になり,惣左衛門という名を知らないもの

はいない｣(麻生磯次訳 『井原西鶴 (下)』筑摩書房,

1977,ら.76)と,･1688年刊行の 『日本永代蔵』の文

学的素材 となった鐙屋の名 とともに早 くから上方

にその名を轟かせる存在であった｡酒田は,日本列

島における鉄道の開通によって,海上輸送が変質を

迫られるまで,土崎 ･新潟 ･伏木 ･坂井 ･敦賀 ･境

なゼの港 と並んで北前船が頻繁に往束する殿賑な

港町であった｡

8) 小山 (1958),pp.726-727｡ 原資料は ｢明治二十

八年飽海郡取得金高下調｣(所蔵先未確認)0

9) ｢明治28年 (1895)酒Eq町上層部の職業別収入内

訳｣表の数字には誤 りが多い｡各所得者の収入別の

所得高を励 こ正 しいと見なして,92人の合計を加

算すると,｢株券利子｣,｢俸給｣,｢家屋敷土蔵貸付取

得｣,｢営業収益｣,｢総合計｣に関して合計の数字が

∵致せず,また各所得者についても,個別の所得を

加えた数字 と所得者の所得高が一致しない場合が

少なからず認められる｡したがって,各所得者の所

得高は,『明治二十八年度山形県所得納税者丁覧』の

所得高と必ずしも一致しない｡そこで,比率の計算

にあたっては,原則 として,｢明治 28年 (1895)宿

田町上層部の職業別収入内訳｣表の個別の収入明細

をもとに,修正した所得合計を用い,個人の所得高

を示す場合は,『明治二十八年度山形県所得納税者

一覧』の数字を用いることにした.

10) 14人 とは,中平田村の藤井新治,伊藤四郎右衛

門,秋野平次郎,折田金蔵,鵜渡川原村の大泉長次

郎,荒木良実,石川熊二,清水永栄,伊藤仁助,西

荒瀬村の本間光幸,本間光明,本間光義,富樫五郎

兵衛,南遊佐村の大井藤四郎である｡

11) 堀助右衛門の所得源泉別の収入を合計 した数字

と所得高との間には,大きな開きが存在する｡小山

(1958)の表において400円上ある ｢営業収益｣は

600円の誤植と見なして比率を計算してある｡

12) 山形県立図書館所蔵｡

13) 飽海郡の田地地価は,1884年が 1反33円68銭 1

厘 (『明治十七年度山形県勧業年報』),1882年が 1

反 33円64銭 9厘 (『明治十五六年度山形県勧業年

報封 である.

14) 村田輿治兵衛は,1887(明治 20)年に先代輿治兵

衛の養嗣子 となり,1891年に家督を相続 している

ので,1884年と1885年の地所所有者は,先代輿治

兵衛になる (高田可恒編輯発行 『山形県荘内実業家

伝』,1909,東田川郡,p.147)0

15) 1884年の飽海郡の水田率(田/田畑)が,78.6%(症

内平野全体では79.3%),また,小作地に対する田の

割合は,飽海郡 81.0%(庄内平野全体で82.3%),そ

して,畑の地価が田地より低いことから,耕地換算

にすれば,所有面積は増加する0

16) 山形県立図書館所蔵｡

17) 池田藤八郎 (西荒瀬村の本間光貞次男)は,1884

年に池田家の養嗣子 となり,1885年に池田冬から

家督を相続している (有泉亀二郎編纂発行 『山形県

紳士録』,1900,山形市,p.267)0

18) 小山太苦は1891年に先代太吉から家督を相続し

ている (同上 『山形県紳士録』p.257)0 1892(明治

25)年発行の 『日本全国商工人名録 (第-版)』に明

治 23年 4月現在営業者 として ｢廻船問屋｣を営む

のは先代太吉｡

19) 1884年 と1885年の地所所有者氏名は杉原伊兵

衛｡同じく,本間長太郎は本間長三郎,嘉島清太郎

は真島源治郎｡

20) 1884(明治 17)年の飽海郡の小作地 (田)面積に

対する割合で示すと,1884年の1ユ88町 7反 6畝と

いう規模は32.7%,同様に,1885年の2,291町9反

4畝は63.0% に相当する大きさとなる｡

21) 庄内地方の小作地率 (田)は1884年の40.6% か

ら1895年に44.1% に上昇している｡飽海郡は1884

年の35.7%から1895年の43.8%へ と庄内地方の

平均以上に小作地化が進展している｡

22) 日本全国商工人名録発行所編纂(1898)『日本全国

商工人名録 (第二版)逮,ゐ41-43｡

23) 農林省農務局『大正十三年六月調査五十町歩以上
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ノ大地主j(農業発達史調査会編 F日本農業発達史

_(第7巻)』,1955,中央公論社)によると,小山太吉

は,飽海郡10町村と東田川郡 1村に田畑を所有し

ている (p.733)0

24) 池田藤八郎嗣子池田藤弥は,飽海郡14村に田畑

を所有している (同上亀 p.733)0

25) 小山大吉と池田藤八郎の,1898(明治31)年9月

現在の所有地所地価金から推計した概算の数値｡
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葛西大和 :明治中期の漕田町における所得上位者の所得源泉 ･

OntheIncome-Soul･CeSOfthePeoplesintheUpperBracketsoHncomeinCityofSakata,

YamagataPrefecture,intheMiddleAgeoftheMeijiEra

YamatoXASAI*

ThispaperexaminesthenatureoftheeconomicbaseofCityofSakatainthemiddleageof

theMeijiEra,throughananalysisontheincome-Sourcesoftheupperbracketsinincome.∫

Sakatawasknownalloverthecountryasafamousportofthedistrictsalongtheshoreof

theSeaofJapan,togetherwithTsutiz･aki,Niigata,Fusiki,Mikuni,Tsuruga,Sakaiandsoon.

However,owingtotheMeijiRestoration,thedepressionof1880sandthechangesoftranspor-

tationsystemaroundSakata,Sakatawasalsoforcedtotrahsferfromcommercialcity.

Nowthen,78peoplesintheupperbracketsofincomeinSakatawhohaveayearlyincome

of300yenandoverin1895,havetheincomeof57.2%derivingfromthetenantlandtototal

income.Theincomeratiofromholdingsoftenantlandbecomesincreasinglyfrom13.2%in

thestratumof300-499yen,32.2%of500-749yen,42.6%in750-999yen,53.2%ini,000-i,999

yen,60.3%in2,000-2,999yen,to89.1%in3,000-9,999yen.Eventhestratumin10,000yenand

overwhichhasaconsiderableincomefromstocksandbonds,theratiois67.4%.Incontrast

tothis,theincomeratiofromprimarytradesisonlyaboutl0%.Thestratumwhich'depends

uponanincomefromthetrades,is300-499yeninincome.Inthein丘uentiallycommercialand

ihdustrialtradersinSakatqwithincomesoH,000-1,999yen,the.incomeratioobtainedfrom

tradesisonlyabout20%.Namely,therichpeoplesofSakata,withfewexceptions,are

landownerofteqantland.IsittruethatSakataisacommmercialcity?.

Now,19･of26richmen'whohaveayearlyin'comefromlandof300yenandoverin1895,had

.a.1readyricefieldsofabout10chobu .(%10ha)andoverin1885･And,thetotalareaof25

landownerswhohaqriceaeldsofabout10chobu (≒10ha)andoverin1885,becamean

increaseofareaby1.94inrice丘eldfrom1884to1885.Takingallthingsintoconsideration

astofactsofthetenantland,itispossibletoestimatethattheincomeof300yei1Obtainedfrom

･holdingsoftenantlandin1895,derivesfromabout12chobu (≒12ha)in~ricefield.

Inconclution,Sakatawasalreadynotacitywhichwassimplycomposedoftheincomeof

trades,butthecitythatdependschieflyohenormouswealthfromthetenantland-andinterests.

Thenatureof.parasticmonemaking,thehigherofurbanresidentsheis,themorehedepends,

tooksimultaneouslyuponitselftheresponsibilitytocheckthedevelopmentofSakatatothe

industrialcity.

Keywords:UrbanGeography,economicbaseofcity,upperbracketsinincome,nonresidentand

noncultivatinglandowners,sourcesofincome,Sakata

*FacultyofAgriculture,YamagataUniversity,1-4-12,Kojirakawa,Yamagata990-8560,Japan
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